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＜サービス利用料金＞  
①訪問介護サービス利用料（要介護１から５）１回の利用料金 
 

サービスに要する時間 20分未満 
20分以上 

30分未満 
30分以上 
1時間未満 

1時間以上 
1時間半未満 

1時間半以上 
（30分増す毎に） 

身 
体 
介 
護 

１．利用料金 1,840円 2,750円 4,360円 6,370円 920円 
２．うち、介護保険から 
  給付される金額 1,656円 2,475円 3,924円 5,733円 828円 

３．サービス利用に係る 
  自己負担額（１－２） 184円 275円 436円 637円 92円

身体介護に引き続き生活援助を行う場合 

 
サービスに要する時間 ２０分以上 ４５分以上 ７０分以上 

生

活

援

助 

４．利用料金 
７４０円 １，４７０円 ２，２１０円 

５．うち、介護保険から 

給付される金額 ６６６円 １，３２３円 １，９８９円 

６．サービス利用に係る 

自己負担額（４－５） ７４円 １４７円 ２２１円

   
サービスに要する時間 

20分以上 
45分未満 

45分以上 

生 
活 
援 
助 

７．利用料金 ２，０１０円 ２，４８０円 
８．うち、介護保険から 

給付される金額 １，８０９円 ２，２３２円 

９．サービス利用に係る 
  自己負担額（７－８） ２０１円 ２４８円

☆当事業所は厚生労働大臣が定める基準に適合しており、特定事業所加算Ⅱ（10%増
し）を算定しています。 

 ②第一号訪問型事業サービス利用料(事業対象者、要支援１、要支援２) 
項     目 通常の利用料金 

第一号訪問型サービス（Ⅰ）      

      週１回程度の利用 

毎週１回利用の場合 月額１，１７６円 

秋田市が定める規定の回数に 
満たない場合１回２６８円 

第一号訪問型サービス（Ⅱ）     

    週２回程度の利用 

毎週２回利用の場合 月額２，３４９円 

秋田市が定める規定の回数に 
満たない場合１回２７２円 

第一号訪問型サービス（Ⅲ）     

    週２回以上の利用 
（要支援２のみ） 
 

毎週３回利用の場合 月額３，７２７円 

秋田市が定める規定の回数に 
満たない場合１回２８７円 

第一号訪問型サービスＡ（回数払い） ２２５円／回 
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☆ 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために厚生労働大臣が定めた

標準的な所要時間です。 

☆ 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画、

第一号訪問事業計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要とな

る時間に基づいて、介護給付費体系により計算されます。 
☆初回加算（第一号訪問事業も同様（訪問型Ａ含む））  
  新規に訪問介護計画、第一号訪問事業計画を作成した利用者に対して、初回に実施し

た訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、訪問介護を行う場合又は他の訪問介護

員が訪問介護を行う際に同行訪問した場合に、２００円をお支払いいただきます。 

☆緊急時訪問介護加算 
  利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと

連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、居宅サービス計画にない訪問介護

（身体介護）を行った場合に、１００円をお支払いいただきます。 

☆生活機能向上連携加算（第一号訪問事業も同様（訪問型Ａ対象外）） 

  サービス提供責任者と指定リハビリテーション事業所（指定通所リハビリテーショ

ン事業所）の専門職と共同で、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画、第一号訪問

事業計画を作成し評価を行った場合、１００円をお支払いいただきます。  
☆ 平常の時間帯（午前8時から午後6時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の

割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額（総合

事業の支給限度額）の範囲内であれば、介護保険給付（第一号事業支給費）の対象とな

ります。 
 ・夜間（午後6時から午後10時まで）：25％ 
 ・早朝（午前6時から8時まで）：25％  
 ・深夜（午後10時から午前6時まで）：50％ 
☆ ２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上

で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。 
 ＊２人の訪問介護員でサービスを行う場合（例）  
 ・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 
 ・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合 

☆ 介護職員処遇改善加算Ⅰ(第一号訪問事業サービスも同様（訪問型Ａ対象外）) 介護

サービスに従事する介護職員の処遇改善に充てることを目的としています。月額利用

料に13.7％を乗じた金額が加算されます。 

☆ 介護職員特定処遇改善加算Ⅰ(第一号訪問事業サービスも同様（訪問型Ａ対象外）) 

介護サービスに従事する、経験・技能のある介護福祉士の処遇改善に充てることを目的

としています。月額利用料に6.3％を乗じた金額が加算されます。 

☆ 介護職員等ベースアップ等支援加算 介護サービスに従事する介護職員等の処遇改

善に充てることを目的としています。月額利用料に2.4％を乗じた金額が加算されます。 

 

※ 訪問介護サービスおよび第一号訪問事業サービスに関する注意事項 
☆ ご契約者がまだ要介護認定又は要支援認定又は事業対象者確認を受けていない場合

には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護認

定又は事業対象者確認を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻され

ます（償還払い）。また、居宅サービス計画、介護予防サービス・支援計画が作成され

ていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請

を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。  
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約者の負

担額を変更します。  
 


